
「丸のこ等取扱い作業従事者安全教育」実施案内 
一般社団法人 広島建築共同職業訓練協会 

 

丸のこ等を使用する作業では、取り扱いの不慣れ、安全装置を無効化にしての使用や作業姿勢の

悪さ等により毎年多くの作業者が被災しています。事業者は、厚生労働省通達「建設業等において

【携帯用丸のこ盤】を使用する作業に従事する者に対する安全教育の徹底について（平成 22 年 7

月 14 日付基安発 0714 第 1 号）」により、丸のこ等を使用する業務に就かせる労働者に対する安

全教育の実施を求められています。この機会にぜひ受講されますようご案内致します。 
 

【日 時】 ２０２４年９月８日（日） ８時３０分より受付開始 

講習時間 9 時～１３時３０分（休憩時間３０分含む、昼食休憩なし） 

※時間厳守・遅刻者には修了証を交付できません 

【会 場】 広島建労会館 ２階（広島市西区横川新町８－１２） 

【受講資格】 満１８歳以上 

【受講料】 組合員４,４００円(税込) 組合員以外６,６００円(税込)※テキスト代等含む。 

【定 員】 ３０名（定員になり次第締切り、開催最低人数に満たない場合は中止します） 

【申込方法】 仮申込みの後、本申込みが必要です。以下の手順に従ってお手続きください。 

≪step1：仮申込≫ 期間：6 月 17 日（月）～8 月 8 日（木） 

受講申込書を（一社）広島建築共同職業訓練協会宛に FAX またはメールで送り、仮申込みをし

て下さい。仮申込時に顔写真は不要です。 

 FAX 番号：０８２－２９４－０２４８ 

 講習受付専用メールアドレス：ｓｅｋｉｍｅｎ＠ｈｉｒｏ－ｋｅｎ．ｃｏｍ 

 

受講申込書は、各地連事務所の窓口または広島建労 HP（「新着情報」→「石綿使用建築物等解

体等業務特別教育講習」を開催します。→申込書はこちら）からダウンロード可能です。 

 

≪step2：開催可否の確認≫ 期間：8 月 9 日（金）～8 月 23 日（金） 

8 月 9 日に開催の可否を広島建労 HP「新着情報」に掲載します。ホームページを閲覧できない

方は、電話（０８２－２９２－７７９８）で必ずご確認下さい。 

 

≪step3：開催の場合、本申込へ≫ 期間：8 月 9 日（金）～8 月 23 日（金）※必着 

受講料（振込手数料は受講者負担）を振り込んだ後、受講申込書に顔写真 2 枚を貼付けて、8 月

23 日までにご郵送ください。（必着）組合員以外の方は、氏名・現住所等が確認できる資料（免

許証・保険証等のコピー）が必要です。必ず確認書類を同封してください。 

郵送付先：（一社）広島建築共同職業訓練協会 〒733-0013 広島市西区横川新町 8-12 

 

【振込先】 広島銀行  横川支店  普通  １０９７４９１ 
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※（一社）広島建築共同職業訓練協会は、インボイス発行事業者です。 

（登録番号：T１２４０００５０１２４９４） 

【駐車場】 駐車台数に限りがあります。極力乗り合い等でお越しいただくか、公共交通機関をご利

用いただき、満車の場合は近隣の有料駐車場をご利用ください。駐車場へ駐車後は講習

修了まで車両の移動はできかねます。 

【その他】 ・本申込完了後のキャンセルはお受けできません。 

・自然災害や公共交通機関等の運休などの事態により講習会を中止・中断することが

あります。その際は受講者または事業場に連絡し、受講料は返金いたします。 

【問合せ先】 （一社）広島建築共同職業訓練協会 

〒733-0013 広島市西区横川新町 8-12 TEL 082-292-7798 FAX082-294-0248 


